雇用契約書の書き方

※雇用契約書は、従業員の労働条件（賃金や労働時間等）について、決定する権限のある方が作成して、本人に交付してください。
※各欄において選択式になっている部分は、該当する項目に○印を付けるか、不要な項目を削除してください。
※２ページに及ぶ場合は、１ページに収まるよう行の間隔を調整するか、１枚に両面印刷をしてください。

	契約期間
	　１　期間の定めなし：令和　　年　　月　　日　雇入れ
　２　期間の定めあり：令和５年４月１日～令和６年３月３１日

	契約期間
	期間の定めなし（令和５年４月１日　雇入れ）

	契約期間
	令和５年４月１日～令和６年３月３１日


※契約期間の途中で解雇をすると問題になりやすいので、特別な事情がなければ、契約期間は１年以内が良いと思います。​
※下の行のように、該当する項目を残して、該当しない項目を削除しても構いません。

	雇用形態
	正社員　・　パートタイマー　・　嘱託　・　その他（　　　　　　　　　　）

	雇用形態
	正社員


※雇用形態は、労働基準法で明示が義務付けられている項目ではありませんが、雇用形態によって取扱いが異なる場合は、トラブルを防止するために、明確にしておくことが望ましいです。
※アルバイトや臨時従業員等として雇用する場合は、実態に合わせた名称を記載してください。
※下の行のように、該当する項目を残して、該当しない項目を削除しても構いません。

	就業の場所
	雇入れ直後：所在地と同じ	変更の範囲：会社の定める事業所

	従事すべき業務の内容
	雇入れ直後：経理事務	変更の範囲：会社の定める業務


※それぞれ採用した直後のものを記載します。
※法改正によって、それぞれの変更の範囲が記載事項として追加されました。変更の範囲を限定しない場合は、上のようになります。
※変更の範囲を限定する場合は、「愛知県内」「近畿圏内」と地域を限定したり、「東京本社、福岡支店、京都支店」のように事業所を列挙したり、本人と話し合って明確にしてください。テレワークが想定される場合は、「、従業員の自宅」を追加します。
※変更しない場合は「変更なし」と明示します。「移転先又は新設した事業所」が想定される場合は、そのように記載します。

	始業・終業の時刻及び休憩時間など
	１　始業・終業の時刻	：８時３０分から１７時３０分まで
２　休憩時間	：６０分（１２時００分～１３時００分）
３　１週間の所定労働時間	：４０時間
４　変形労働時間制	：１ヶ月単位の変形労働時間制
※詳細は、就業規則による。


※労働時間はシフト表で決定して、日によって異なる場合は、「１　始業時刻及び終業時刻はシフト表により、○時○分～○時○分の間の○時間程度」としてください。
※労働基準法により、休憩時間は、労働時間（実働時間）が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は６０分以上与えることが義務付けられています。
※変形労働時間制を適用する場合は、「１年」又は「１ヶ月」の単位を記入してください。
※変形労働時間制を適用しない場合は、行を削除してください。
	
	４　フレックスタイム制	：	始業時刻及び終業時刻は労働者の決定に委ねる。
フレキシブルタイム	（始業時刻）	　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
（終業時刻）	　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
コアタイム		　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
４　交替制	：	　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
　　　時　　　分から　　　時　　　分まで


※変形労働時間制ではなく、フレックスタイム制や交替制を適用する場合は、４の項目を変形労働時間制から適用する制度に差し替えて、それぞれ始業時刻と終業時刻を記入してください。

	所定外労働の有無
	１　所定時間外労働の有無	：　有　・　無
２　休日労働の有無	：　有　・　無


※残業や休日出勤がある場合は、その頻度や時間を口頭で伝えてください。

	休日
	１　定例日	：毎週日曜日、毎週土曜日、国民の祝日
２　非定例日	：１ヶ月当たり６日（シフト表による）
３　１年単位の変形労働時間制の場合：年間９２日（会社カレンダーによる）


※毎週日曜日や第２第４土曜日など、定例の休日は、１に記入してください。
※シフト表で休日を決定したりして、休日が変動する場合は、２に日数や与え方を記入してください。
※１年単位の変形労働時間制を採用している場合は、３の年間休日数も記入してください。
※関係のない項目（行）は削除しても構いません。

	休暇
	１　年次有給休暇	：６ヶ月継続勤務した場合　：　１０日
２　その他の休暇	：①有給の休暇（慶弔休暇）、②無給の休暇（育児介護休業等）
※詳細は、就業規則による。


※労働基準法によって、６ヶ月間継続勤務したときは、原則として１０日の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
※１週間の所定労働時間が３０時間未満で、１週間の所定労働日数が４日以下の者については、１０日より少ない日数を付与することが認められています。具体的な日数は就業規則に記載していると思いますので、就業規則を確認してください。
※その他の休暇については、全部を書くスペースがありませんので、代表的なものを記載して、「詳細は、就業規則による」とします。就業規則の休暇の部分を見せながら本人に説明してください。

	賃金
	１　基本給：月給（３００，０００円）
２　諸手当：通勤手当（８，０００円／月）、職務手当（１０，０００円／月）
３　所定時間外、休日、深夜労働に対して支払われる割増賃金率
・法定時間外	月６０時間以内	：　１２５％、	月６０時間超	：　１５０％
・所定時間外	：　１００％（法定時間内）
・休日	法定休日	：　１３５％、	法定外休日	：　１００％、
・深夜	：　　２５％
４　賃金締切日	：毎月１５日
５　賃金支払日	：当月２５日
６　支払方法	：銀行口座振り込み
７　賃金支払時の控除	：　有　（所得税、住民税、社会保険料）　・　無
８　昇給	：　有　（４月）・　無	〔勤務成績等により降給もあり得る〕
９　賞与	：　有　（６月、１２月）・　無	〔会社の業績等により不支給もあり得る〕
１０　退職金		：　有　・　無	〔懲戒解雇の場合は不支給もあり得る〕
※詳細は、就業規則による。


※１の基本給は、具体的な支給額を記入してください。
※２の諸手当について、手当の名称と具体的な支給額を記入してください。月額で決定する手当は「○○円／月」、日額で決定する手当は「○○円／日」、時間額で決定する手当は「○○円／時間」と記載します。
※３の割増賃金率については、後で詳しく解説しています。
※４から７については、実際の取扱いに合わせて記入してください。
※パートタイム労働法によって、パートタイマー（短時間労働者）を採用するときは、８、９、１０の事項を明示することが義務付けられています。思い違いを防止するために、（パートタイマー以外も）全員に明示することが望ましいです。
※８、９、１０について、〔　　　　〕に例外的な取扱いを記載することも可能です。なお、就業規則にも同様の内容を記載している必要がありますので、就業規則に記載していることを確認してください。

	退職に関する事項
	１　定年制	：　有　（６０歳）・　無
２　継続雇用制度	：　有　（６５歳まで）・　無
３　自己都合退職の手続	：　退職する１ヶ月以上前に届け出ること
４　解雇の事由及び手続	：　詳細は、就業規則による。


※定年制を設ける場合は、６０歳以上でないといけません。
※定年年齢を６５歳未満としている場合は、本人の希望により、６５歳まで雇用を継続する義務があります。
※解雇の事由等を記載することになっていますが、全部を書くスペースがありませんので、「詳細は、就業規則による」としています。就業規則の解雇の部分を見せながら本人に説明してください。

	社会保険等の加入
	１　社会保険の加入	：　イ　厚生年金保険、　ロ　健康保険
２　雇用保険の適用	：　有　・　無


※社会保険等の加入の有無は、明示が義務付けられている項目ではありませんが、問題になりやすいので、採用時に明示して確認することが望ましいです。

	備考
	


※過去に問題になって、あらかじめ了解を取っておきたいこと等を自由に記載してください。

■期間を定めて雇用する場合
[bookmark: _GoBack]期間を定めて雇用する場合は、次のように、明示事項として、「契約更新の有無」、及び、更新する可能性がある場合は「契約更新の判断基準」を追加する必要があります。
	契約の更新
	　イ　更新する場合がある　ロ　更新しない

	契約更新の判断基準
	①契約期間満了時の業務量、②従業員の勤務態度・勤務成績、③従業員の業務遂行能力、④会社の経営状況、⑤従事している業務の進捗状況、⑥その他（　　　　　　　　）

	更新の上限
	無　・　有　（通算契約期間は　４　年まで、更新回数は　３　回まで）

	無期転換の申込み
	【通算契約期間が５年を超える者の雇用契約書に記載を追加】本契約期間中に会社に対して、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結を申し込むことにより、本契約期間の末日の翌日（○年○月○日）から、無期労働契約に転換することができる。その場合の労働条件は、本契約と同一の内容とする（契約期間は除く）。


※契約更新の判断基準は一般的な例ですので、実態に合わせて修正してください。
※契約期間が満了して更新をする際は、必ず、更新の都度、雇用契約書を作成して締結してください。自動更新としていると、雇い止めが認められません。
※法改正によって、有期労働契約を締結して、更新をして、上限を設定する場合は、通算契約期間又は更新回数の上限を記載する必要があります。最初の有期労働契約から、更新の都度、記載する必要があります。
※通算契約期間が５年を超える従業員は、無期転換を申し込む権利が生じます。法改正によって、通算契約期間が５年を超える場合は、その雇用契約書に、上のように、無期転換の申込みに関する記載を追加する必要があります。最初の５年間は記載は不要です。
※また、無期労働契約に転換した場合の労働条件を明示することも、法改正によって、追加されています。無期労働契約に転換した後も労働条件を変更しない場合の記載例は、上のとおりです。変更する場合は「その場合の労働条件は、別紙のとおりとする。」と記載して、別紙で明示してください。

■パートタイマーを雇用する場合
パートタイム労働法によって、雇用管理の改善等に関して、パートタイマーの相談に応じないといけません。パートタイマーを雇い入れるときは、この「相談窓口」を明示することが義務付けられています。備考欄に、次のような内容を追加してください。
	備考
	雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口：　　　　課　　　　　　　　（氏名）


※相談窓口が具体的に分かるようになっていれば、このとおりでなくても構いません。

■所定時間外の割増賃金率
労働基準法では原則的に、１週４０時間、１日８時間を超えて労働させてはいけないことになっています。この労働時間のことを法定労働時間と言います。そして、法定労働時間を超えて労働させたときは、時間給に換算した金額の１２５％以上の時間外勤務手当を支払わないといけません。法定時間外の部分です。また、法改正があって、２０２３年４月以降は、１ヶ月の法定時間外労働の時間が６０時間を超える部分については、１５０％で支払わないといけません。
一方、会社ごとに定めている労働時間のことを所定労働時間と言います。そして、１日の所定労働時間が８時間未満の会社で、この所定労働時間を超えても、法定労働時間（１日８時間、１週４０時間）に達するまでの労働時間については、労働基準法上は１００％の賃金率でも構いません。所定時間外の部分です。
ただし、就業規則で、｢所定労働時間を超えて労働させた場合は、１２５％の時間外勤務手当を支払う｣となっている場合は、１２５％と記入してください。

■休日の割増賃金率
労働基準法では原則的に、週１回は休日を与えることが義務付けられています。この週１回の休日のことを法定休日と言います。そして、法定休日に労働させたときは、時間給に換算した金額の１３５％以上の休日勤務手当を支払わないといけません。法定休日の部分です。
一方、例えば、土曜日と日曜日が休日の会社では、土曜日に出勤したとしても、同じ週の日曜日に休日を与えていれば、週１回の休日を与えていることになります。したがって、この場合の土曜日の労働については、労働基準法上は１００％の賃金率で構いません。法定外休日の部分です。
ただし、１週４０時間を超える場合は、１２５％の時間外勤務手当を支払わないといけません。また、就業規則で、｢所定休日に労働させた場合は、１３５％の休日勤務手当を支払う｣となっている場合は、１３５％と記入してください。


以上
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